
目

次

規

則

○
青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（
労
政
・
能
力

開

発

課
）
…
一

○
青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害

見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

○
家
畜
伝
染
病
注
射
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
三

○
保
安
林
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
三

○
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
四

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
案
の
公
告
qqqqqq（

同

）
…
五

公
安
委
員
会

○
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青

森
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
少
年
女
性

安

全

課
）
…
六

規

則

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
（
そ
の
一
）
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「注
※
印
欄
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
記
入
す
る
。

」
に
改
め
、

同
様
式
の
（
そ
の
二
）
中

「

を
」

「

に
、

」

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第434号令和４年３月14日 月曜日

青
森
県
知
事

殿
住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

㊞

青
森
県
知
事

殿
住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

注
１
※
印
欄
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
記
入
す
る
。

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

青
森
県
知
事

殿
住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

㊞

青
森
県
知
事

殿
住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

第
四
百
三
十
四
号

令
和
四
年三

月
十
四
日

（
月
曜
日
）



「公
共
職
業
安
定
所
長

印

」
を
「

公
共
職
業
安
定
所
長

」
に
、

「

を
」

「注
※
印
欄
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
記
入
す
る
。

」に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中
「代

表
者
氏
名

㊞

」
を

「代
表
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中
「公

共
職
業
安
定
所
長
印

」
を
「公

共
職
業
安
定
所
長

」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「公
共
職
業
安
定
所
長
印

」
を
「公

共
職
業
安
定
所
長

」
に
、

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の
そ
の
一
中
「氏

名
㊞

」
を

「氏
名

」
に
、
「長

印

」
を

「長

」
に
改
め
、
同
そ
の
一
の
注
の
４
を
削
り
、
同
注
の
５
を
同
注
の
４
と

し
、
同
様
式
の
そ
の
二
中
「氏
名

㊞

」
を

「氏
名

」
に
、
「長

印

」
を

「長

」
に
改
め
、
同
そ
の
二
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
そ
の
二
の

注
と
し
、
同
様
式
の
そ
の
三
中

「申
請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、

「長
印

」
を
「長

」
に
改
め
、
同
そ
の
三
の
注
の
１
を

削
り
、
同
注
の
２
を
同
そ
の
三
の
注
と
し
、
同
様
式
の
そ
の
四
中

「申
請
者
氏
名

㊞

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
、
同

そ
の
四
の
注
の
１
を
削
り
、
同
注
の
２
を
同
そ
の
四
の
注
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を
「氏

名

」
に
、

「長
印

」
を
「長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
学
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
（
昭
和
四

十
二
年
十
月
青
森
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を

「氏
名

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「氏

名
㊞

」
を

「氏
名

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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注
１
※
印
欄
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
記
入
す
る
。

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
１
※
印
欄
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
記
入
す
る
。

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。

注
１
※
印
欄
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
が
記
入
す
る
。

２
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
。



告

示

青
森
県
告
示
第
百
二
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
豚
熱
の
発
生
を
予
防
す
る
た
め
の
注
射
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

飼
養
し
て
い
る
豚
及
び
い
の
し
し
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

必
要
と
認
め
る
も
の

四

実
施
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
期
日

五

注
射
の
方
法

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射

青
森
県
告
示
第
百
二
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
川
内
町
川
代
二
二
〇
の
二
、
二
二
〇
の
三

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
二
十
六
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
地
域

区
域
を
縮
小
し
た
市

弘
前
市
、
む
つ
市

二

変
更
の
内
容

次
の
図
の
と
お
り
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（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
百
二
十
七
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

三
沢
市
幸
町
二
丁
目
一
の
一

三
沢
食
品
衛
生
協
会

二

売
り
さ
ば
き
場
所

三
沢
市
幸
町
二
丁
目
一
の
一

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

令
和三･
五･一七

外
五
者

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

令
和三･
五･一七

外
八
者

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
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項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

２

株
式
会
社
エ
ー
ワ
ン
・
ト
ゥ

三
沢
市
大
町
一
丁
目
八
の
九

代
表
取
締
役

赤
坂
安
信

３

金
京
源

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
〇
の
二
六

４

金
英
輝

十
和
田
市
東
十
四
番
町
四
の
四
の
六

５

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
の
一

代
表
取
締
役

辻
田
泰
徳

６

大
和
ハ
ウ
ス
リ
ア
ル
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
の
二

代
表
取
締
役

伊
藤
光
博

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

廃
棄
物
等

の
保
管
施

設
の
位
置

及
び
容
量

九
四
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

九
五
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

令
和四･
二･二二

す
る
事

項大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

Ａ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

（
但
し
、
年
間
十
日
間
は

午
前
五
時
）

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

Ｂ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

Ｃ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

Ｄ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

Ｅ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

Ｆ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
七
時

Ｈ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時
三

十
分
閉
店
時
刻

午
後
七
時
三

十
分

Ａ
棟
、
Ｂ
棟
、
Ｃ
棟
、
Ｄ

棟
、
Ｅ
棟
、
Ｆ
棟
、
Ｈ
棟

変
更
な
し

Ｇ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
十
二
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
案
の
公
告

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
た
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
四
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項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
第
七
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
案
を
公
告

し
、
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
案

変

更

前

変

更

後

１

十
和
田
市
稲
生
町
一
四
二
の
四
、
一
四

三
の
一
、
一
四
三
の
三
、
一
四
三
の

四
、
一
四
四
の
一
、
一
四
五
の
一
、
一

四
五
の
二
、
一
四
六
の
一
、
一
四
六
の

五
、
一
四
六
の
六
、
一
四
六
の
七
、
一

四
七
の
五
、
一
四
七
の
一
五
、
一
四
七

の
一
八
、
一
四
七
の
一
九
、
一
四
七
の

二
〇
、
一
四
七
の
二
一
、
一
四
七
の
二

三
、
一
四
七
の
二
四
、
一
四
七
の
二

六
、
一
四
七
の
三
五
、
一
四
七
の
四

九
、
一
四
七
の
五
〇
、
一
四
七
の
五
五

２

十
和
田
市
稲
生
町
一
九
の
五
、
一
九
の

一
一
、
一
九
の
一
二
、
二
〇
の
一
、
二

〇
の
九
、
二
〇
の
一
一
、
二
〇
の
一

二
、
二
〇
の
一
三
、
二
〇
の
一
四
、
二

〇
の
一
六
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、

二
一
の
三
、
二
一
の
五
、
二
一
の
八
、

二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
二
の
三
、

二
二
の
四
、
二
二
の
六
、
二
二
の
七
、

二
二
の
八
、
二
二
の
九
、
二
二
の
一

三
、
二
三
の
一
、
二
四
の
二
、
二
四
の

四
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二

３

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
五
、
七
の
一

一
、
七
の
一
五
、
七
の
二
〇
、
七
の
三

五
、
七
の
六
九
、
七
の
二
〇
〇
の
一

部
、
七
の
三
二
七
、
七
の
三
二
八
、
七

の
三
二
九
、
九
の
二
、
九
の
二
〇
、
九

の
二
五
三
、
九
の
二
五
四
、
九
の
二
五

九
、
九
の
二
六
〇
、
七
の
一
一
及
び
九

の
二
五
三
に
接
す
る
水
路
の
一
部

１

十
和
田
市
稲
生
町
一
四
二
の
四
、
一
四

三
の
一
、
一
四
三
の
三
、
一
四
三
の

四
、
一
四
七
の
五
、
一
四
七
の
一
五
、

一
四
七
の
一
八
、
一
四
七
の
一
九
、
一

四
七
の
二
〇
、
一
四
七
の
二
一
、
一
四

七
の
二
三
、
一
四
七
の
二
四
、
一
四
七

の
二
六
、
一
四
七
の
三
五
、
一
四
七
の

四
九
、
一
四
七
の
五
〇
、
一
四
七
の
五

五

２

十
和
田
市
稲
生
町
一
九
の
五
、
一
九
の

一
一
、
二
〇
の
一
、
二
〇
の
九
、
二
〇

の
一
四
、
二
三
の
一
、
二
三
の
二
、
二

四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
四
の
三
、
二

四
の
四
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二

３

変
更
な
し

二

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
案
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

三

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
案
に
つ
い
て
意
見
を
有

す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

令
和
四
年
三
月
二
十
八
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

公

安

委

員

会

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青
森
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の

委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
四
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

野

呂

知

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青
森
県
公
安
委
員
会
の
事

務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
青
森
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の

委
任
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
六
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
警
察
本
部
長
へ
の
委
任
）

第
一
条

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

警
察
本
部
長
に
委
任
す
る
。

﹇
一
〜
八

略
﹈

九

法
第
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

送
達

十

﹇
略
﹈

（
警
察
署
長
へ
の
事
務
の
委
任
）

第
二
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
警
察
署
長
に
委
任

す
る
。

﹇
一
・
二

略
﹈

三

法
第
五
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る

送
達
（
第
一
号
に
掲
げ
る
命
令
を
す
る

た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に

行
う
も
の
に
限
る
。
）

四

﹇
略
﹈

（
警
察
本
部
長
へ
の
委
任
）

第
一
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
〜
八

同
上
﹈

﹇
号
を
追
加
﹈

九
﹇
同
上
﹈

（
警
察
署
長
へ
の
事
務
の
委
任
）

第
二
条

﹇
同
上
﹈

﹇
一
・
二

同
上
﹈

﹇
号
を
追
加
﹈

三
﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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